
公的研究費の管理監査のガイ
ドライン（実施基準）への対応
について

不正防止計画・推進部署 統合研究機構事務部
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研究費等の管理について ※文部科学省競争的研究費調整室
資料より引用
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〇研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

〇研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

・研究活動の不正行為に対する基本的考え方を明らかにし、研究活動における不正
行為を抑止する研究者、科学コミュニティ及び研究機関の取組を促すため研究機関
が整備すべき事項等について指針を示したもの。

・研究機関が、競争的資金等の運営・管理を適正に行うために、公募型研究資金に
ついて、配分先の機関において、それらの更なる適正な管理がなされるよう必要な
事項を示したもの。

・不正が発覚した場合の研究機関における懲戒処分、公的研究費申請資格制限、
研究費の返還等の措置について説明

（※本学HPに掲載 http://www.tmd.ac.jp/tmd-research/rule/prevention-injustice/）

ガイドラインは２つ・・・ガイドラインの種類
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※H26年2月、R3年2月に改正
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不正に関する研究機関の影響と対応

研究不正は組織全体の信用の失墜へ繋がり、あらゆる面で重
大な影響を与えます。
→ 不正を事前に防止するための体制整備が重要

① 組織の信用が失墜
② 不正調査のために多大なコストと時間が発生
③ 不正が認定された場合、研究費の削減・返還、体制整備状
況の調査対象にされるなど、様々なペナルティが科せられる。

研究不正の発生
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平成２４年度の「競争的資金の適正な執行に関する指針」の改正において、特に悪
質な不正使用の事案に対しては厳しく対処するとともに、不正使用の内容に応じて、
応募資格を制限することとしました。

平成２５年度予算以降の事業（継続事業も含む）に適用

競争的研究費の応募資格制限

※文部科学省競争的研究費調整室資料より引用

応募制限の対象者 私的流用 不正使用の程度と応募制限期間

私的流用の場合 １０年

➀　社会への影響が大きく、行為の悪質性も高い場合
１０年

②　➀及び③以外の場合
２～４年

③　社会への影響が小さく、行為の悪質性も低い場合
１年

不正受給を行った
研究者と共謀者

私的流用かを問わず ５年

善管注意義務違反を行った
研究者

私的流用かを問わず
不正使用を行った者の応募制限期間の半分
（上限２年、下限１年、端数切捨て）

不正使用を行った
研究者と共謀者

私的流用以外

※社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合は、応募資格を制限せず、厳重注意を通知する。

（※）
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（※平成26年改正時）
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（※平成26年改正時）
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【文科省HP】https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm

（※平成26年改正時）
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（※平成26年改正時）
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（※平成26年改正時）

【文科省HP】https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904_21.htm 11



東京医科歯科大学の研究不正防止体制
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・医学部
・歯学部
・病院
・教養部
・生体材料工学研究所
・難治疾患研究所
・統合研究機構
・統合イノベーション推進機構
・統合国際機構
・統合情報機構
・スポーツサイエンス機構
・学生支援・保健管理機構

※統合教育機構、統合国際機構、統合
情報機構、教養部、スポーツサイエン
ス機構は、不正防止計画・推進委員会
及び不正防止計画・推進部署と連携を
密にとる。

各部局等



国立大学法人東京医科歯科大学における
研究費の不正使用防止に関する基本方針

本学は、研究費の不正使用を防止するため、研究費の運営・管理を含む研究
活動に関わる全ての構成員（以下「全ての構成員」という。）が遵守すべき基本
方針を次の通り定める。

１ 不正使用防止対策に関する責任体制を明確化するとともに、学内外に周
知・公表する。

２ 研究実施及び研究費執行に関する事務処理手続きのルール及び事務処理
に関する権限と責任について明確化するとともに、全ての構成員の意識向上を
図り、不正に対する抑止機能を備えた環境の構築を図る。

３ 不正使用を発生させる要因を把握し、研究活動不正防止計画を策定・実施
することにより、全ての構成員の自主的な取り組みを喚起し、不正の発生を防
止する。

４ 研究費の使用に関するルールを明確に定め、適切に情報共有・共通理解さ
れる体制を構築する。

５ 研究費の適正な管理のため、全学的な視点から実効性のあるモニタリング
体制を整備・実施する。

13※本学HP（https://www.tmd.ac.jp/tmd-research/rule/prevention-injustice/）参照



国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る行動規範（抜粋）

Ⅳ 法令の遵守等

●法令の遵守等

１４全ての構成員は、公的研究費の運営・管理を含む研究活動に関する研修・説明会等に

積極的に参加し、関係法令、学内諸規則等の知識習得やルールの理解に努め、これを遵守する。

●公的研究費の適正使用

１５全ての構成員は、公的研究費の原資が国民の税金であることを認識し、その使用に関する

説明責任を自覚する。

●事務職員の責務

１６事務職員は、本学の研究活動の特性等を理解し、専門的知識・能力をもって公的研究費の

適正な執行を確保する。

●相互連携

１７全ての構成員は、相互に連携を取り、研究活動上の不正行為（研究費の不正使用を含む。）

を未然に防止するよう努める。

※全文は本学HPより https://www.tmd.ac.jp/files/topics/46796_ext_04_6.pdf 14



研究機関における不正使用事例
（令和３年度に提出された最終報告書）

※文部科学省HP【研究機関における不正使用事案について】から抜粋
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm

15

No. 研究機関名 不正の種別 不正使用額 不正が行われた年度

1 久留米大学 目的外使用、カラ出張 7,010,459円 平成25年度～令和元年度

2 大分大学 旅費の架空請求及び過大請求 241,760円 平成27、29、30年度

3 岩手大学
カラ謝金、カラ出張、
旅費の水増し請求

1,686,792円
平成25年度～平成30年度、
令和2年度

4 関西医科大学 目的外使用 4,531,675円 平成26年度～令和元年度

5 山形大学 目的外使用 19,793,833円 令和元年度～令和2年度

6 神奈川大学 カラ雇用、目的外使用 385,310円 令和2年度

7 茨城県立医療大学 目的外使用 1,525,727円 令和2年度

8 滋賀県立大学 カラ雇用 2,861,547円 平成25年度～令和2年度



【手法】
当該教員がインターネットで航空券を立替払いし、領収書が発行された後にキャンセルして払い戻し
を受けていた。発行した領収書で虚偽の旅費請求を行い、実際には行っていない出張旅費を受け
取っていた。
また、当該教員が自身で発注し、業者からも当該教員へ直接納品させていた。当該教員は検収担
当者に印鑑を持ってこさせ、自ら検収印を押印していた。冷凍庫は業者に直接自宅へ配送させてい
た。不正に購入した物品のうち一部は、ネットオークションに同一規格品が出品され売却されており、
売却代金を領得していたものを認定した。

久留米大学

発生要因

○専門的な業務に従事する所属センター内においては、ここに長期間勤務する当該教員が日常
業務について実質的に単独で裁量を働かすことができる立場にあった。
○事務部内でのチェック機能が働いていなかった。
○当該部門に長期間勤務する教員に対して、その部下にあたる他の教職員が強く意見を言えない
状況になっており、会計手続き上で問題があることに気づいても、それを指摘・是正できるような関
係になかった。

再発防止策

○コンプライアンス教育の徹底
○出張に関する証憑書類の追加、出張業務内容の定期的な監査の実施
〇換金性の高い物品について管理を改善、事務部門での無作為勤務確認の実施

目的外使用、カラ出張
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【動機・背景】
雇用した学生に対し正当な対価（アルバイト代）を支払うべきと考えていたが、計画的な雇用手続きが
できなかった。大学院生等の研究に必要な消耗品等について、学内の所定の手続きを経れば公費で
の購入が可能な場合もあったが、細々とした経費支出の手続きが面倒になった。
【手法】
・学生等の研究費用に充てさせる目的で、全く従事実態のない業務を行ったことにする書類を学生に
作成させた。 研究に必要となった消耗品等学生個人が支払った金額を、後に支弁しようとしたもの。
・学生等に研究補助の業務を依頼し、実際に従事させた実態はあるが、学生等には実績日数等を水
増しして書類を作成させ、大学には過大にアルバイト代を支払わせた。

滋賀県立大学

発生要因

○当該教員は、研究倫理教育研修について、再三の注意喚起を行ったにもかかわらず受講してお
らず、また学内の事務手続きにおいても遅延が常態化しており、公的研究費の使用に限らず、大
学教員としての規範意識が欠如していた。
○不正行為に協力させられた学生は、研究費に関する倫理教育が不十分のためか、学生に不正
行為であるとの確たる認識もなく、またそれを見抜く力もなかった。

再発防止策

○教員・学生に対するコンプライアンス教育の徹底
○雇用に関する事務手続きの改善、事務部門による出勤簿の厳格な管理
〇内部監査の強化

カラ雇用
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参考：過去の内部監査における事例について

【事例１】換金性の高い物品

〇研究費の執行が全て３月末
〇購入物品はＰＣ、タブレット、デジタルカメラ

※デジタル機器がいけないということではなく、使用用途が不透明。
※換金性の高い物品については厳重な物品管理が必要。
※特に年度末に購入していた場合、研究計画との整合性が図れない。
※経費は研究計画に沿って計画的に執行する必要がある。

【事例２】年度末執行・不透明な使途、金額による契約

○年度末の役務、消耗品等の金額が市場価格や学内の他の契約と比べて、
明らかに高額だった。

※年度末の不透明な経費執行は取引業者への預け金が疑われる。
※特に特定の取引業者との取引が多いと癒着も疑われるため、注意が必要
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参考：過去の内部監査における事例について

分野内で運用方法について、
大学院生・留学生も含めて共通認識が必要

【事例３】 納品書の受領日のサイン漏れや、納品後に見積もりを行っている
と見受けられる事例※多数事例あり

〇秘書や大学院生が物品を受領した後、研究代表者が物品をどのように納品確
認しているか明確でないケース
〇この場合、研究代表者自身が直接納品に立ち会うことは現実的に難しいので、
分野内での納品物品の代理受領時の取り扱いについて運用を決めておくとよい。
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【事例１】旅費の支出と出勤簿の乖離
〇出勤簿で「出張」とあったが、収支簿には旅費が計上されていない。
※当該事業関連以外の出張は認められない場合、出張の目的や支出
経費の性質を考慮する必要がある。

※事業に関連しない出張の場合、旅費や人件費を減額される。

【事例２】旅費の支出と出勤簿の乖離
〇収支簿で旅費を計上していることが確認できるが（出張報告書の添付
資料からも確認済）、労働状況記録簿には「出張」の記載はなく、出勤・
退勤時間も印字されていた。
※勤務実態と、経費の計上との乖離がある場合、実際に出張したこと
が証明できないと、カラ出張が指摘される場合がある。
出張時の出勤簿との整合性には注意が必要。

【事例３】年度末執行
〇事業の最終年度の３月に多くの設備備品等の納品があった。
※研究計画との整合性が図れない。
※経費は研究計画に沿って計画的に執行する必要がある。

参考：過去の外部資金等監査における事例について
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➀研究費に対する正しい理解が必要

研究者自身が経費について責任を負っている。
研修会への参加、部局・分野内での定期的な教育啓発

②公的研究費や学内規則等のルールの遵守

わからないことや疑問に思うことがあったら事務に相談
・不正防止計画・推進部署
・財務経理課各担当係

③分野内での意識共有・相互チェック体制の確立

研究グループ内、研究者＝研究支援者・事務補佐員も含まれる。

公的研究費の適切な執行のためには・・・・
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学内HPにて公開
https://www.tmd.ac.jp/files/topics/46796_ext_19
_6.pdf
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一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）が提供する研究倫理教育
eラーニングのAPRIN eラーニングプログラム (eAPRIN)（旧：
CITI Japan eラーニングプログラム）を導入

・同eラーニングを受講・修了しない研究者は、主な公的研究費（科
研費やJST、AMEDのグラント等）に応募不可

・対象は、新たに採用等となった教職員、同eラーニングを未受講・
修了者のうち、本学の研究活動に参画する者、公的研究費に応募す
る者、研究関連事務担当者（事務含む）

・研究者の有効期限は5年

・詳細は学内一斉メールにて周知

公的研究費に係るeラーニングの受講について
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公的研究費に係るeラーニングについて

ユーザー名は統
合ID、パスワード

は学内一斉メー
ルで周知。
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